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ＳＯＦＣ研究会 会則 

１．（名称）本会は、ＳＯＦＣ研究会（以下研究会と略記）と称する。 

 

２．（目的）本研究会は、固体酸化物形燃料電池及び固体酸化物を使った電解技術に関連する学問的、技

術的問題についての自由な討論の場を提供することによって、固体酸化物形燃料電池・電気分解の研究

開発に寄与することを目的とする。 

 

３．（事業内容）本研究会は、目的達成のため、次の事業を行なう。 

・ 定例研究集会年３回程度 

・ 研究発表会年１回 

・ シンポジウム（随時開催、米国電気化学会との共催等国際会議を含む） 

・ セミナー年１回程度 

・ 会員に対する事業の連絡 

・ その他 

 

４．（会員）会員は本研究会の目的に賛同する個人または法人とする。 個人会員は原則として、大学、

独立行政法人等の研究機関に所属する個人を対象とする。法人会員は⺠間企業体・各種法人とする。 

個人会員として大学等に所属する学生の参加も認める。 

本会の主催、共催する事業に、会員として個人を参加させることができる。法人会員の中から幹事会社

を数社選ぶことができる。会員は原則として日本国内に連絡先を有することを条件とするが、海外にお

いて著名な活動を行っている研究者を海外特別個人会員として認定し、日本滞在中は会員と同じ資格を

付与すること ができる。 

 

５ ．（会費）会員は次の年会費を納めることにする。 

個人 ５，０００円 

法人（一般） １００，０００円（１口） 

法人（幹事） ２００，０００円（１口） 

ただし、海外特別個人会員は、年会費を免除される。 

 

６．（役員）本会は役員として、顧問、会⻑、副会⻑、事務局長および若干名の幹事をおく。 

 

７．（議決権）個人会員と法人会員に議決権を与える。 

 

８．（総会）本会は年に１回総会を開催する。総会は会員の過半数の参加をもって有効とし、出席者の過

半数の議決をもって決議する。総会は役員の任命、事務局の設置、事業内容について決定をする。 

 

９．（業務処理）本会の運営は総会の承認のもとに、会⻑、副会⻑、事務局長および幹事が主にとり行う。 

 

１０．（事務局）本会の運営のために事務局を置く。 
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1988 年策定 
1998 年 1 月改訂 
2004 年 1 月改訂 
2008 年 2 月改訂 
2012 年 2 月改訂 
2022 年 1 月改訂 
2024 年 1 月改訂 
2026 年 1 月改訂 
 
 
 
参考資料 
歴代会⻑ （氏名、所属（就任当時）と期間） 
田川 博章  （横浜国立大学）    1988-1998 
山本 治   （三重大学）      1998-2003 
土器屋 正之 （横浜国立大学）    2003 
水崎 純一郎 （東北大学）      2004-2011 
横川 晴美  （東京大学）      2012-2015 
江口 浩一  （京都大学）       2016-2021 
川田 達也   （東北大学）      2022-2025  
堀田 照久   （産業技術総合研究所） 2026- 
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（別紙） 

事務局連絡先 

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-15-9 須磨マンション 901 

有限会社オフィス・ソフィエル内 電話 03-6310-6831 FAX. 03-6759-3530  

E-mail: sec@sofcjapan.org 

 

事務局⻑ 石山智大 

〒305-8569 茨城県つくば市小野川 16−1 産総研つくば西事業所 

国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 


